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表　新規指導の対象となる遡及指定を受けた保険医療機関（※１）

日
時　

８
月
28
日
（
日
）
午
前
10
時
〜
午
後
４
時
30
分

　
　
　

（
お
昼
休
憩
正
午
〜
午
後
１
時
30
分
）

会
場　

Ｍ
＆

Ｄ
ホ
ー
ル
、
保
険
医
会
館

講
師　

 

歯
初
診
・
外
来
環
：
大
西
祐
一
氏
（
大
阪
歯
科
大
学

口
腔
外
科
学
第
二
講
座
准
教
授
）

　
　
　

 

歯
援
診
・
か
強
診
：
高
橋
一
也
氏
（
大
阪
歯
科
大
学

高
齢
者
歯
科
学
講
座
教
授
）

会
費　

５
千
円

定
員　

１
０
０
人

※
部
分
参
加
不
可
、
１
日
通
し
て
受
講
い
た
だ
き
ま
す

※
昼
食
は
各
自
ご
準
備
く
だ
さ
い

※
申
込
多
数
の
場
合
は
、
サ
テ
ラ
イ
ト
会
場
で
の
受
講
と
な

り
ま
す

歯
初
診
・
外
来
環
・
歯
援
診
・
か
強
診
の
施
設
基
準

に
係
る
研
修
会

【
会
員
本
人
限
定
】
施
設
基
準
研
修
会

日
時　

７
月
31
日
（
日
）
午
前
10
時
〜
午
後
１
時

講
師　

林
宏
和
氏
（
医
療
法
人
林
歯
科
医
院
副
院
長
）

会
費　

３
千
円
、
未
入
会
者
１
万
円

定
員　

１
０
０
人

摂
食
嚥
下
障
害
の
理
解
と
診
療
の
実
際

【
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
限
定
】
７
月
度
生
涯
研
修

日
時　

８
月
７
日
（
日
）
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

　
　
　

午
前
：
患
者
接
遇
マ
ナ
ー
研
修

　
　
　
　
　
　

（
ク
レ
ー
ム
対
応
含
む
）

　
　
　

午
後
：
助
手
編
、
衛
生
士
編
に
わ
か
れ
て
研
修

会
場　

Ｍ
＆

Ｄ
ホ
ー
ル
（
保
険
医
会
館
東
隣
り
）

講
師　

午
前
： 

水
原
道
子
氏
（
元
大
手
前
短
期
大
学
ラ
イ
フ

デ
ザ
イ
ン
総
合
学
科
教
授
）

　
　
　

午
後
：
歯
科
臨
床
・
学
術
部
講
師
団

会
費　

助
手
編
７
千
円
、
衛
生
士
編
８
千
円

　
　
　

（
と
も
に
テ
キ
ス
ト
代
含
む
）

定
員　

助
手
編
60
人
、
衛
生
士
編
24
人

※
受
講
者
全
員
に
『
デ
ン
タ
ル
ス
タ
ッ
フ
の
た
め
の
歯
科
保

険
診
療
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
（
購
入
価
格
４
、
５
０
０
円
）

を
配
布
、
修
了
証
を
発
行
し
ま
す

※
開
催
要
項
・
会
場
案
内
地
図
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
ず

事
前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

新
人
ス
タ
ッ
フ
総
合
講
座

協会行事案内参加ご希望の方は、必ず事前にお申し込み下
さい。Ｍ＆Ｄホールは保険医会館東隣りです。

お申し込みは右のQRコードから
協会行事予定の「お申込み」へ

無料相談

税
務　

８
月
17
日
（
水
）
午
後
２
時
〜
５
時

雇
用　

８
月
18
日
（
木
）
午
後
２
時
〜
４
時

法
律　

９
月
５
日
（
月
）
午
後
２
時
〜
４
時

※ 

会
場
は
保
険
医
会
館
。
１
週
間
前
ま
で
に
要
申
し
込
み

未
入
会
者
と
は
、
会
員
院
所
に
勤
め
る
未
入
会
勤
務
医
で
す

※
協
会
行
事
な
ど
を
本
紙
等
で
報
道
・
紹
介
す
る
た
め
、
講
習
会
な
ど

の
写
真
で
個
人
が
特
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
趣
旨
を
ご
理

解
の
上
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
講
習
会
で
の
ビ
デ
オ
撮
影
や

録
音
は
お
断
り
し
ま
す
。

　

会
務
報
告
と
決
算
に
対
す

る
討
論
で
は
「
『
75
歳
以
上

医
療
費
窓
口
負
担
２
割
化
中

止
を
求
め
る
』
請
願
署
名
の

取
り
組
み
」「
保
団
連
と
は

対
極
に
あ
る
維
新
の
実
態
を

知
ら
せ
、
参
院
選
で
審
判

を
」（
矢
部
副
理
事
長
）
、

「
金
パ
ラ
逆
ザ
ヤ
解
消
と
そ

　

法
人
化
な
ど
に
よ
り
遡
及

指
定
を
受
け
た
医
療
機
関
に

対
す
る
、
新
規
指
定
時
集
団

指
導
及
び
新
規
個
別
指
導

（
以
下
、
「
新
規
指
導
」
）
の

取
り
扱
い
が
４
月
か
ら
変
更

さ
れ
て
い
る
。

（※ １）遡及指定とは、保健所から開設許可を受けた医療機関
及び薬局であって、「保険医療機関及び保険薬局の指定の
遡及について」（昭和32年７月18日付け保険発第104号
厚生省保険局健康保険課長通知）及び「保険医療機関及び
保険薬局の指定期日の遡及について」（昭和33年月21日
付け保険発第110号の２厚生省保険局健康保険課長通知）
の適用により指定を行うもの。なお、保健所から未来日で
開設許可を受けた医療機関及び薬局が引き続き申請する場
合は、遡及指定したものと同様の扱いとする。

（※ ２）前保険医療機関等にかかる過去の新規個別指導又は個
別指導の実施状況について、指導歴が確認できない場合
は、未実施とみなして、新規個別指導を実施すること。た
だし、この場合において、新規（遡及により）指定される
保険医療機関等の当該指定前後の状況等を勘案して、実施
の可否を判断しても差し支えないこと。

（※ ３）開設者が個人から法人（法人から個人）に組織変更し
た遡及指定については、法人代表者と個人開設者が同一人
の場合は、開設者同一とみなし、「開設者及び管理者のい
ずれかが同一人」に該当するものとして扱うこと。

（※ ４）指導大綱に定める個別指導の選定基準「⑦その他特に
都道府県個別指導が必要と認められる保険医療機関等」に
より選定のうえ、原則として個別指導を実施する。

　

主
な
変
更
点
は
、
２
０
２

２
年
４
月
以
降
、
新
規
個
別

指
導
や
個
別
指
導
を
受
け
て

い
な
い
保
険
医
療
機
関
が
遡

及
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
場

合
、
新
た
に
新
規
指
導
の
対

象
と
な
っ
た
（
表
・
太
線
囲

み
部
分
）。
こ
れ
ま
で
、
指

定
後
１
年
内
に
実
施
さ
れ
る

新
規
指
導
の
対
象
か
ら
は
除

外
さ
れ
て
い
た
。

調
剤
薬
局
チ
ェ
ー

ン
を
想
定

　

変
更
の
契
機
と
な
っ
た
の

は
、
一
部
の
保
険
医
療
機
関

等
で
「
保
険
診
療
（
調
剤
）

や
診
療
（
調
剤
）
報
酬
請
求

の
ル
ー
ル
を
早
期
に
取
得
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
」
事
象

が
発
生
。
対
象
と
な
る
保
険

医
療
機
関
等
と
し
て
は
、
頻

繁
に
吸
収
合
併
・
分
割
す
る

調
剤
薬
局
チ
ェ
ー
ン
な
ど
を

想
定
し
て
お
り
、
歯
科
医
療

機
関
が
対
象
と
な
る
こ
と
は

少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

今
回
示
さ
れ
た
取
り
扱
い

の
変
更
を
含
め
、
新
規
指
導

の
対
象
と
な
る
保
険
医
療
機

関
の
一
覧
は
表
の
と
お
り
。

　

第
１
回
保
団
連
代
議
員
会
が
６
月
26
日
に
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会

議
で
開
か
れ
、
大
阪
歯
科
か
ら
小
澤
力
理
事
長
、
平
尾

清
司
、
矢
部
あ
づ
さ
各
副
理
事
長
、
江
原
豊
理
事
が
出

席
し
た
。

の
対
応
策
」「
診
療
報
酬
改

定
と
総
枠
拡
大
」
（
平
尾
副

理
事
長
）
、
「
医
療
人
と
し
て

の
役
割
と
平
和
の
取
り
組

み
」
（
江
原
理
事
）
を
文
書

で
、「
会
員
数
を
『
減
ら
さ

な
い
』
組
織
強
化
の
取
り
組

み
」
（
江
原
理
事
）
を
口
頭

で
発
言
し
協
会
の
取
り
組
み

を
紹
介
し
た
。

　

ま
た
、
フ
ロ
ア
発
言
で
は

矢
部
副
理
事
長
が
原
発
裁
判

と
生
活
保
護
引
き
下
げ
訴
訟

の
東
京
地
裁
判
決
の
意
義
に

つ
い
て
発
言
し
た
。

代
替
材
料
の

検
討
必
要

　

平
尾
理
事
は
文
書
発
言

で
、
２
０
２
２
年
診
療
報
酬

改
定
に
お
い
て
歯
科
用
貴
金

属
価
格
改
定
が
変
動
率
に
関

係
な
く
年
４
回
の
随
時
改
定

に
改
善
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
、「
協
会
・
保
団
連
の
長

年
に
渡
る
要
請
の
成
果
で
あ

り
、『
逆
ザ
ヤ
』
解
消
へ
前

進
し
た
」
と
説
明
し
た
。
そ

の
上
で
、
今
回
の
見
直
し
は

あ
く
ま
で
実
勢
価
格
と
の
乖

離
を
埋
め
る
た
め
の
措
置
で

あ
り
、
価
格
変
動
に
よ
り
実

勢
価
格
と
告
示
価
格
が
乖
離

し
う
る
と
い
う
事
実
は
避
け

ら
れ
な
い
と
批
判
。
実
勢
価

格
と
の
乖
離
を
埋
め
た
と
こ

ろ
で
、「
価
格
が
乱
高
下
す

る
材
料
で
あ
る
」
と
い
う
根

本
の
問
題
は
解
決
し
て
お
ら

ず
、
告
示
価
格
が
引
き
上
げ

ら
れ
れ
ば
、
患
者
負
担
に
跳

ね
返
る
と
い
う
大
き
な
問
題

も
孕
ん
で
い
る
と
懸
念
を
示

　

協
会
は
８
月
６
日
、
布
施

祐
仁
氏
を
講
師
に
サ
マ
ー
セ

ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る
（
詳
細

は
１
面
参
照
）
。
岸
田
首
相

は
骨
太
の
方
針
で
軍
事
費
の

増
額
を
明
言
し
て
い
る
。
軍

拡
と
平
和
の
問
題
に
つ
い
て

ど
う
考
え
る
か
。
政
策
部
長

の
江
原
豊
氏
（
写
真
）
が
サ

マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
参
加
を

呼
び
掛
け
る
。◇

　

今
年
の
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー

は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
布
施

祐
仁
氏
を
お
招
き
し
、「
ウ

ク
ラ
イ
ナ
危
機
か
ら
考
え
る

『
中
国
脅
威
論
』
と
日
米
同

盟
の
リ
ス
ク
」
を
テ
ー
マ
に

開
催
し
ま
す
。
ロ
シ
ア
の
ウ

ク
ラ
イ
ナ
軍
事
侵
略
を
受

け
、「
人
道
募
金
に
取
り
組

み
た
い
」、「
軍
事
侵
略
は
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
」
な
ど
理

事
会
で
も
活
発
な
議
論
が
起

こ
り
ま
し
た
。

　

４
月
理
事
会
前
に
は
街
頭

宣
伝
を
実
施
し
、「
ロ
シ
ア
は

直
ち
に
撤
退
を
」
と
訴
え
ま

し
た
。
大
学
生
ら
が
「
チ
ラ

シ
を
配
布
し
た
い
」
と
申
し

出
る
場
面
も
あ
り
ま
し
た
。

　

与
党
は
軍
事
費
を
現
在
の

２
倍
の
10
兆
円
超
へ
と
構
想

し
、
維
新
は
「
核
共
有
」
を

模
索
す
べ
き
と
発
言
す
る
な

か
、
世
論
調
査
か
ら
は
ど
う

考
え
た
ら
良
い
か
迷
う
様
子

が
窺
え
ま
す
。
サ
マ
ー
セ
ミ

ナ
ー
で
は
、
私
た
ち
を
取
り

ま
く
平
和
や
外
交
、
安
全
保

障
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
、

学
ぶ
機
会
に
で
き
れ
ば
と
思

い
ま
す
。
多
数
の
ご
参
加
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
布
施
祐

仁
氏
の
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
動

画
に
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。

し
た
。

　

中
医
協
で
は
そ
の
議
論
の

中
で
支
払
側
委
員
か
ら
も
セ

ラ
ミ
ッ
ク
及
び
ジ
ル
コ
ニ
ア

な
ど
の
代
替
材
料
に
つ
い
て

言
及
さ
れ
て
お
り
、
今
改
定

に
お
い
て
も
Ｃ
Ａ
Ｄ
／
Ｃ
Ａ

Ｍ
の
適
応
範
囲
が
拡
大
さ
れ

る
な
ど
メ
タ
ル
フ
リ
ー
素
材

の
開
発
、
保
険
導
入
は
進
ん

で
い
る
が
、
未
だ
に
不
十
分

で
あ
る
。「
よ
り
よ
い
歯
科

医
療
を
国
民
に
提
供
す
る
と

い
う
観
点
か
ら
、
安
定
し
た

価
格
で
提
供
で
き
る
代
替
材

料
を
検
討
す
る
局
面
に
来
て

い
る
」
と
述
べ
、
保
団
連
と

し
て
も
議
論
す
る
こ
と
を
要

請
し
た
い
と
求
め
た
。

保団連代議員会

金
パ
ラ
逆
ザ
ヤ
解
消
へ
議
論
を

遡
及
に
よ
る
新
規
指
導

平
尾
副
理
事
長
ら
が
発
言

４
月
か
ら
対
象
変
更

サマーセミナー2022

台湾有事問題
についての動
画（23分）

平和や安全保障を学ぶ機会に
江原豊氏（理事・政策部長）が参加呼び掛け

前保険医療機関等において新規個別指導又
は個別指導が実施されていない場合

対象
（※２）

前
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
新
規
個
別
指

導
又
は
個
別
指
導
が
実
施
さ
れ
て
い
る
場
合

開設者（※３）及び管理者がとも
に別人 対象

開設者及び管
理者のいずれ
かが同一人

結果が概ね妥当、
経過観察、要監査 対象外

結果が再指導で未
了なもの 対象

開設者及び管
理者がともに
同一人

結果が概ね妥当、
経過観察、要監査 対象外

結果が再指導で未
了なもの

対象外
ただし、
個別指導
として選
定（※４）

歯初診施設基準研修会

お申し込みは事務局（TEL 06-6568-7731）まで

 9.11 SUN 9：30‒10：00
10.22 SAT 18：00‒18：30
11.16 WED 19：00‒19：30

▲持参物
『絵で見る色でわかる歯科
の院内感染防止対策』

会費▶千円　会場▶M&Dホール
 （保険医会館東隣り）


